
        

  

 

 

 

 

 

  

                          

 

故 湯浅清司 前会長が表彰されました 

昨年 12月に亡くなりました湯浅清司前

自治会長（写真）が、「さいたま市自治会

連合会」と「さいたま市南区自治会連合

会」から、自治会長の要職で多年にわた

り会の発展に寄与したとして、それぞれ今

年度の総会で表彰されました。 

現役途中で亡くなられたこと残念に思い

ます。ですが上部団体からこのような表彰

を受けたこと自治会にとってとても誇りに思い喜びです。 

湯浅さんの業績 

湯浅さんは、副会長、会長を 25年務め、会長時代は「清掃

ボランティア」「花いっぱい活動」を進め、地味になっていた「内

谷祭り」を活性化させ、今のように多くの家族でにぎわうまでになり

ました。 

また、「ふらっとサロン」や「よつばの会」を発足させ会員の懇親

を深め、自治会館の利用向上も進めました。 

これらの事業を推進する「婦人部」は、今では自治会活動の

中心的な原動力となっています。 

このように事業を進め自治会員の交流を図ってきましたが、湯

浅さんの真の目的は、「自治会員相互の信頼向上による助け

合いの実現」でした。 

万が一の災害や自治会員が困った時の助け合いなど、イザと

いう時、自治会としての真価を発揮できる基礎を作りたいというこ

とでした。このように多くの功績を残しました。 

伊藤自治会長：永年自治会活動を指導してきた湯浅前会

長を失ったことは残念でなりません。自治会に対する情熱と清廉

な人柄で皆さんに慕われ、沢山の人が結集してきました。 

湯浅さんの遺志をついで自治会活動の発展のため役員一

同がんばりたいと思います。 

 

内谷「シルバ－会」開催 

 6 月 25 日（土）内谷一二

三自治会館で、内谷 1丁目か

ら 7 丁目までの「シルバ－会」

が開催されました。この会は 75

歳以上の方が対象で、22人が

参加。自治協力会の役員・お

手伝いさん含め 36 人で交流しました。踊り、カラオケ、余興など

盛り沢山でした。 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

7月「よつばの会」 
 7月 5日（火）月

例の「よつばの会」を

開催。よつばの会は

原則第二火曜です

が、7月は祭りなどの

ためこの日の開催と

なりました。華やかな

七夕の飾り付けのもと、新たに 2名の新会員を迎え、なごやかに

懇親を深めました。 

問合せ先：婦人部長 古東
こ と う

淑子 TEL:048-866-7129 

世話人：秋元ちづ子・湯浅アイ子・大野美知子 

民生委員：武南節子 

 

ふらっとサロン（火曜）ひらいています 

 「ふらっとサロン」は 2丁目自治会の相互親睦をはかって、地

域の活性化と活気ある自治会を創ろうとするものです。毎週火曜

（よつばの会の日を除く）13時

～17時自治会館を開放してい

ます。 

 定年後声を出す機会がなく

なった、身体を動かさなくなった、

友人と話すことが少なくなったな

どという方、カラオケや卓球、会

話などいかがですか。 

 

内谷祭り 今年も大いに盛り上がる 
 7月 17日（日）恒例

の内谷祭りは多くの参

加者を得て大いに盛り

上がりました。事前準備

も入念に、提灯付け、

祭り広場イベント計画、

神酒所の準備などなど

班長や有志協力者が中心となり自治会の総力を挙げました。 

［裏面関係写真］ 

 

 

9 月 4 日（日）一斉清掃予定 

年 4回の一斉清掃（原則 3・6・9・12月の第１日曜）、9月 4

日に予定しています。8時 30分から始まり 9時頃終了を予定で

す。各班で作業量が違いますので、終了がばらついていますが、

負担の軽いところは重いところを応援して、どの班も 9 時頃終了

を目指します。一人でも多くのご協力を期待します。 

（裏面へ） 

7月～8月のできごと 

内内内谷谷谷 222丁丁丁目目目自自自治治治会会会だだだよよよりりり   
２０１1 年 8 月 20 日  3 号

号 

整備進む神社入口植え込み 

これからの主な活動 
いらっしゃい 

TEL:048-866-7129


 8月は 6日、9日、15日。日本人には忘れられな

い日です。これらを越えて国民は日本国憲法を手に

入れました。平和と民主主義。そして基本的人権。

憲法には 

第 25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度

を営む権利を有する。 

２ 国は、すべての生活部面について、社会

福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び

増進に努めなければならない。 

と記されています。しかし自動的に保障されるわけ

ではありません。国はその実現に向けた一つとして

民生委員という制度をつくりました。 

その民生委員が必要な人々に頼られ、期待に応え

られるよう、活動を周囲の人が一体となって支え、

憲法の趣旨を現実のものにしていきたいものです。 

 

民生委員の紹介 

内谷二丁目の民生委員は武
た け

南節子
な み せ つ こ

さん

（写真）。民生委員は厚生労働大臣から委

嘱されたボランティアとして、常に住民の立場に

立って様々な相談にのり、地域の私たちが

個々の福祉サ－ビスが得られるよう、援助活

動にあたり、行政の関係機関とのパイプ役とな

って活動しています。 

民生委員には守秘義務があります。相談した秘密は守られま

す。生活の中で心配なことがありましたら、安心して気軽に相談し

て下さい。 

武南さんは民生委員になり、湯浅前会長や婦人部と手を取

り合って、前述の「ふらっとサロン」、高齢者交流「よつばの会」

を立ち上げ住民の交流を図ってきました。 

高齢者の孤独と孤立を防ぎたい。イザという時に助け合える環

境を作りたい。という信条で活動しています。 

今、社会には沢山の問題が生まれています。高齢化や生活

苦、核家族による育児不安、子供の虐待や引きこもりなど多岐

にわたっています。 

民生委員は、誰もが安心して暮らすことができる地域社会づく

りを目指しながら活動しています。 

公的な任務を背負っていますが自治会の活動目的と一致し

していますので、日常活動の多くを自治会役員や婦人部の皆さ

んと一緒に進めています。 

武南さんの電話：048-862-9690 

 

内谷祭り 

 

事前準備の提灯づけ（7月 3日） 

宵宮 7月 16日（土） 

祭り 7月 17日（日） 

 

 

 

 

 

 


